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設計VEの 活 用 ・普及 方策 に関 す る―考 察

国土交通省猪名川河川事務所 伊藤弘之

By Hiroyuki Ito

設計業務 は、社会資本の機能、強度、安全性等のみ な らず、建設費やその後 の維持管理 費

等 を大 き く左右 する極 めて重要な業務 であ り、公共工事 の品質を確保す る上では、設計業務

の品質確 保は重要な課題である。一方、 国土交通 省では 目的物 の機能 を確 保 した上で効果的

にコス ト縮減 を図る手法 として、他の様 々な分野で顕著 な成果を挙 げて きた設計VEの 活用

が通達 され、 国土技術政策総合研究所 も設計VEの 普及 のためガイ ドライン(案)を 公表す る

等技術情報 の提供 に努めて きたが、現場 にお いては設計VEは 未 だ十分 に普及 した とは言え

ないのが現状で ある。このため、本論文 では設計業務 の品質確保 ・向上の一貫 として設計VE

を位置づける とともに、現場で設計VEが 普及 しない構造的な原 因と して、現在 の発注者が

有す る技術特性や職 場の体制等の観点 か ら考察す るとともに、その考察結果を踏 まえて、①

発注者が重点的 に行 うべ き検討項 目、②民 間事業者の技術の活用、③発注者 にお ける設計VE

検討結果 の共有 ・活用 の仕組みの構築か ら構成 され る設計VEの 活用 ・普及方策 を提案 した。

【キー ワー ド】 設計VE、 性能 要件、設計 品質、発注者

1.は じめ に

我が国では、戦後崩壊 した国土 を復興 するため、

社会資本整備が精力的に行われて きたが、21世 紀 を

迎えた現在 においては、既 に社会資本整備は概成 し

た とい う見方 もあ り、 国家財政の著 しい逼迫等を受

けて、平成12年 度 頃か ら公共事業費 が急激に削減

されている ところである(図-1参 照)1)。

図-1公 共事業費と職員数の変化

しか し、その 一方で都市部、地方部の両者 におい

て、社会資本整備に対す る国民のニーズは未 だ強い

ものがある とともに、今後 はこれ までに蓄積 された

大量の社会資本ス トックの維持 ・修繕 や更新が予想

されてお り、国土交通省 にお いては、社会資本整備

に係 わ るマネジメン ト手法 の研究やコス ト縮減 に係

わ る様 々な取 り組みを行 うこ とによ り、将来 も見据

えた社会資本の効率 的な整備、維持 ・管理 を図 って

いるところであ る。

このよ うな取 り組 みの中で、平成6年12月 に公

表 された 「公共工事 の建設費の縮減に関する行動計

画」では、公共工事 の品質 を確保 しつつ建設費 を縮

減す るため、他の産業分野で優れた成 果を挙げてい

るVE(Value Engineering)方 式に着 目し、公共工

事の入札 ・契約等に活用 することについて検討す る

と している。VE方 式は、「生産物や生産活動の価値

を改善、 向上、保証 するための工学」であ り2)、 現

在 までに公共工事の設計、入札時、契約後の各段 階

におけ る活用が図 られて きた。特 に入札 においては、

民間の技術開発 を促進 するとともに、 公共工事にお
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いて、その成果 を積極 的に活用 してい く観点か ら、

入札時に競争参加者 よ りVE提 案 を求め、このVE

提案 による工事 品質の向上分 と入札価格 を総合的 に

評価 す る標準型 ・高度技術提案型総合評価方式が普

及 ・定着 してい るところであ る。一 方、VE方 式の

コス ト縮減等効果は、施工段階 よ りも計画 ・設計等

の事業の上流段階 において特 に高い とされてお り、

設計段 階にお ける設計VEの 普及が期待 されて きた

が、活用は進 まなか った。

これに対 して、国土技術政策総合研 究所(以 下、

国総研)で は、現場 における設計VEの 普及 を妨げ

てい る主たる原 因が、「現場 にお いて設計VEの 意義

や具体的な手法、効果の理解が進んでいない」 こと

にあ ると考 え、平成16年10月 に 「設計VEガ イ ド

ライ ン(案)」3)を 公表 し、技術的な情 報の提供等 に

努めて きたが、一部の地方整備局 を除いて未 だに設

計VEは ほ とん ど活用されていないのが現状で ある。

設計業 務 は工事 目的物 の機能 や建 設 費のみ な ら

ず維持 ・修繕費 を含む総コス トに大 きな影響 を及ぼ

す重要なものであるが、近年の コンサルタ ン ト業務

におけ るダ ンピング競争の激化や(社)日 本土木工

業協会が平成18年4月 に公表 した 「透明性 ある入

札 ・契約制度 に向けて ―改革姿勢 と提言 ―」4)にお

ける、「コ ンサル タン ト等の業務 を補完す るための建

設会社による非公式な技術協力の取 り止め」の宣言

によ り、設計業務の品質の低下 が懸念 されている。

実際、「設計 コ ンサル タン ト業務等成果の向上 に関す

る懇談会(以 下、コンサルタ ン ト懇談会)」5)で 報告

された事例 では、完 了検査後 の詳細設計の業務成果

について第3者 による照査 を再度行 った ところ、成

果物 において少なか らず重大 な ミスが発見されてお

り(図-2参 照)、 単な るミスの抑止のみな らず、最

適設計の観点 か ら設計業務 の品質確保 ・向上は喫緊

の課題 と考 え られる。

本論文 にお いては、特 に直轄 工事 を対象 と して、

設計VEの 概念 を設計品質の確保 ・向上のために有

効な手法 と認識 した上で、設計VEの 手法や意義の

理解 不足等以外 にも、現場 で設計VEが 普及 しな い

構造的な原 因があるもの と考 え、その原因につ いて

考察す るとともに、 その考察 を踏 まえて設計VEの

活用促進 について、 よ り有効 な方策 について提案す

るものである。

図-2詳 細設計 における ミス

上段:近 畿地方整備局の例、下段:四 国地方整備局の例

2.設 計VEの 概 要 とその普 及状 況

VE方 式 については、社 団法人 日本バ リューエン

ジニア リング協会 が研修会やVE方 式 に係わ る専 門

資格 の認定、優 良 な取 り組 み を行 った者 の表彰等

VE方 式の普及 に努めている。当協会 によると、「VE

(Value Engineering)と は、製品やサー ビスの 「価値 」

を、 それが果たすべ き 「機能 」 とそのため にかける

「コス ト」との関係 で把握 し、 システム化 された手

順 によって 「価値 」の向上 をはかる手法」 と してい

る。VE方 式は製品開発のみな らず、様 々な分野で

高い効果 をあげている。

公共事業にお いては、平成6年12月 に公表され

た 「公共工事の建設費の縮減に関する行動計画」に

おいて、公共事業へのVE方 式の導入 について検討

することとされ、平成9年10月 の通達 によ り、「基

本設計 ・詳細設計 の着手時又は着手後の設計段 階に

おいて複数の専 門家か らな るVE検 討組織 を設置 し、

コス ト縮減 等に係 わる検討 を行 う」 こ とが指 示され

た。本通達 には、①VEの 検討体制、②VE提 案 の公
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募 方法、③VE検 討方法等 が示 されてお り、発注者

以外 の専門家 を交えて積極 的に代替案の提案 と検討、

と りまとめ をす る旨が記 されて いる。

一方
、国土交通省地方整備局 におけ る実施状況 に

ついては、表-1の 通 りである。変動はあるものの

適用件数は年 間40件 程度で全設計業務 の内の1～

2%程 度 に過 ぎず、 また実施 して いるのが特定 の地

方整備局 に集 中 してい ることを考え ると、十分普及

したとは言えない状況 にある。

表-1国 総研で把握 した設計VE試 行件数

3.公 共事業 にお ける設計VEの 代表 的な事例

公共工事 におけ る設計VEの ね らいや趣 旨を明確

にするため、既往 の検討事例 よ り特 に大 きな成果 が

得 られたもの を以下に示 す。

①大分県道佐 伯蒲江線 のバイパスの設計

本件は県道佐伯蒲江線の対 面通行が困難な区間に

おいて片側 に歩道 を有す る2車 線のバイパスを建設

する事業であ る6)。 当初の設計 に対 して、大分 県の

土木技術者4名 、コンサル タン ト会社 の技術者4名 、

VEス ペ シャ リス ト1名 が、4日 間、約50時 間の ワ

ー クショップを行 い、地域 が求め る機能 の定義、機

能の評価等 を行 った上で、「歩行者 には現道 を利用 し

て も らい、バ イパスか ら歩道 を除 く」代替案 を作成

した。 これ によ り切 り土量の削減や道路縦断勾配の

合理化等 が可能 とな り、 自然環境 の保全 とともに約

3割 、約9億 円の工事 費の削減が可能 となった(図

-3参 照) 。大分県では、今後 も積極的 に設計VEに

取 り組 むもの として、大分県土木建築部で設計VE

ガイ ドライ ン(案)を 作成 している。

図-3切 り土の縮小によるコス ト縮減

② 圏央道の小貝川 を渡 る橋の設計

本件は圏央道 が小貝川 を横断 する地点の橋梁の予

備設計 について設計VEを 行 った ものである6)。 張

り出 し式橋脚 にPCコ ンポ橋 を載せた原案に対 して、

二柱式橋脚 に鋼 コンク リー ト合成床版 を剛結 させ た

構造 とす るとともに、縦 断線形 を見直 して橋脚高 を

2m減 じる代替案 を作成 した(図-4参 照)。 これに

よ り工費の約18%、 約7億 円の削減 が見込 まれ た。

上記 の よ うな 構造形 式 の変更 の ほか 、縦断 線形 を見直 して橋脚 の高 さ を

2m減 じる ことでコス トを18%削 減

図-4VE検 討による構造改変

4.設 計VEに 対 す る認 識 、実施状 況

公共工事の調査、設計、施 工等の一連の業務 を担

当する現場 にお いて、設計VEや その効果が どのよ

うに認識 されているか把握 するため、ア ンケー ト調

査 を行 った。

(1)設 計VEに 対する現場の意識

設計VEに 対 する取 り組み状況 を把握 す るため、

アンケー ト調査 を行 った。調査対象は地 方整備局及

び現場事務所の設計担 当者等146名 であ り、主な結

果は、以下 の通 りである(図-5参 照)。

①設計VEの 実施経験

設計VEの 経験者が25名 、未経験 者が121名 であ

り、未経験者 の うち、設計VEを 知 っている者は86

名、知 らな い者は35名 であ った。設計VEの 認知

は あ る程度進 んで い るものの、依 然知 らない者 が

1/4程 度お り、 また、実際のVE検 討 に参加 し、 そ

の効果 について実感 した者は17%と わずかであ る。

②設計VEに 対 する感想

特 に必要性 を感 じな いは16名 に過 ぎないが、積

極 的に活用すべ きが32名 で、 その他役立つので あ

れば普及す るべ き80名 、条件 が整 えばや ってみて

も良 いが86名 と大半 を占めている。設計VEに つ

いて否定は しないものの、特 に積極 的な姿勢 も感 じ

られない。
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図-5設 計VEに 対する意識調査結果

③設計VEが 定着 しな い理由

業務時間の確保 の困難 さが114名 と圧倒 的に多 く、

体制的な問題 を挙げて いる。以下は、改善余地 が少

ない66名 が続 いてお り、その他 は設計VEに 係 わ

る情報不足、理解 して いる人材 の不足、検討手順 が

分 か らない等検 討 自体 の技術的困難 さを指摘 してい

るものが多い。

(2)設 計VEの 実施 事例 に関 する調査

また、平成17年 度以前 に実施 された設計VE事

例175件 について、各事例毎の結果等 についてア ン

ケー ト調査 した結果 を以下 に示す(図-6参 照)。

①設計VEの 実施段階

設計VEの 実施段階 については、基本計画実施時

か ら詳細設計実施後 まで想定 されるが、詳細設計実

施時及び基本設計実施後 をあわせた基本設計 よ りも

後の段階の実施 が、大半 を占めてい る。

② 実施体制

検討 に係わ る平均 人数は発 注者7.8人 、原設計 コ

ンサルタン ト0.4人 、原設計担 当以外の コンサルタ

ン ト、施工技術者等 それぞれ0.1人 とな ってお り、

ほ とん どが、発注者中心の検 討体制 となってい る。

③ コス ト縮減の効果

コス ト縮減率は10%未 満が大半 を占めてい るが、

ほぼ全 ての事例で成果 が得 られてお り、設計VEの

有効性 が見 られ る。

図-6実 施事例に対する調査結果
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5.設 計VEの 効 率化 と普及 に係 わ る考察

上記のア ンケー ト結果や筆者 自身の現場業務の経

験か ら、公共事業 において設計VEが 普及 ・定着 し

な い原因について考察 を行 った結果 を以下に示す。

(1)公 共工事 の標準化 と個 別性

公共工事 にお いては、大量 に建設 され る同種類の

目的物 について同等の性能、強度等 を確保 する必要

性があ り、構造令や様 々な技術基準が作成 されてい

る。 これ ら技術基準の規定範 囲外の設計 をす ること

は、利 用に伴 う安全性 や機能、耐久性等 の確 保の観

点か ら非常 に慎重な姿勢 が求 められ るため、技術基

準の決定根拠 にまで遡 った検討 ・検 証を行わない限

り、ほ とん ど行われない。このため、設計は基 本的

に技術基準の範囲 内で行 われ るとともに、その範 囲

内では相 当程度合理的なもの とな ってお り、 このた

め詳細 な設計条件が与え られた後 はVE提 案の余地

は必然 的に小さ くな るものと考え られる。

また、一方で公共工事 の設計は地形、地質、気候

等 自然条件や周辺の社会条件等 よ り構成 され る現場

条件 に大 きく左右 されるため、個 々の設計案件 毎に

VE検 討を行 う必要があ り、VE検 討 のための職 員数

や時間の確保が困難 とな っている。 また既存のVE

検討事例が少ない とともに、 これ ら検討結果が発注

者 内で共有 されていないため、既存 の検討成果 の活

用が困難 とな ってい ることも、技術 的な負担 を大 き

くして いる。以上は、公共工事の特性 によるもので

あ り、特化 された分野 において性能 の向上 とコス ト

削減 を徹底 した製品開発 を行い、 これ と同 じ製 品を

大量 に製造、販売する企業活動に比べてVE検 討 の

効果は相対的 に小さいもの とな る。

(2)発 注者の技術特性 と体制

我が 国では、高度経済成長期 頃までは、発注者の

業務は設計 ・施 工に直接関係 するものが主体で あっ

たが、近年の公共事業 においては合意形成やアカウ

ンタビ リテ ィ等が強 く求め られ、発注者の業務は多

様化 するとともに、 その一方で技術系の職 員数は削

減 されて きてお り、発注者の業務は設計 ・施工等工

事 に直接関わ る業務か ら、事業評価等 を含む事業計

画の立案 ・検討 に重心 を移 している。 このため、設

計業務 に関 しては一定の水準を維持す るため、技術

基準 ・マニュアル等 を整備 する とともに、基本的 に

全ての設計 業務 を外部の コンサルタン ト会社 に委託

しているため、発注担当部署の職員は設計業務 につ

いて十分な検討能力 を有 して いないのが現状であ る。

コ ンサル タン ト懇談会において、 「完了検査後の詳

細設計 において多数 ミスが発見 された」 旨の報告が

されたが、 これは発注者側 にも、詳細設計 を十分検

査 する技術 力が不足 していることを示 している。

一方ア ンケー ト結果による と
、ほ とん どの事例 に

お いて設計VEは 発注者 と原設計の担 当者 のみで実施

されてい るようであ る。基本設計以降におけ るVE検

討 は 目的物 の形式や構造 の変更、施 工方法の合理化

等 によるコス ト縮減が主眼にな るが、発注者や原設

計担 当者のみ による体制 では、発注者 の能力特性 や

現設計担当者の先入観 か ら検討 に係 わる負担に比 し

て効果は小さいと考え られる。

(3)設 計の手戻 に対する抵抗感

VEの 創始者 マイルズが 「発破 をか けて砕 いてか

ら創造 し、洗練化せ よ」 と言 っている とお り、設計

VEは まとめ られ た原設計を一旦保留 して、再度代

替案 を提案 した上で、原設計 との比較検討 を行 うも

のであ る。 しか し、例 えば基本設計 を通 じて代替案

検討 を行った上で基 本的 な形 式や構造が決定された

後 に、それ を覆す ことには、発注者 は有意な成果 が

得 られない場合 を想定 し抵抗 を感 じる。特に、それ

までの検討が段 階を踏んで精 力的に行われている場

合 には、多大な手戻 りや部分的な構造の変更による

設計 ミス等の誘発へ の懸念 を感 じる場合があ る。

(4)VE検 討手法の技術的難度

VE検 討の特徴は、目的物 を機能の面か ら捉えて、

利用者 の要求 を満足 する機能 の確保 とコス トの縮減

を同時に行 うことであ り、国総研 にお いて も、 この

VEの 趣 旨に従 って 「設計VEガ イ ドライ ン(案)」

を作成 してい る。 しか し、設計VEの 検討過程 にお

いて 目的物の機能定義、機能 評価等 の手法に関する

理解 が難 しい(発 注者が慣れていない)と ともに、

積算内訳 を機 能毎に分解す る等煩雑 な作業が含 まれ

るため、実際以上 に難度 を高 く感 じるようである。

特に、詳細設計等検討の下流側 ほ ど、詳細かつ大量

の条件 が提示 されるため、作 業の負担感が増 す と考

え られる。

6.公 共 事業 に おけ る設計VEの あ り方 につ いて

ここでは設計VEの 効果を、一連の計画 ・設計の
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検 討過程 の後 に、 再度 出発点 に戻 って代替 案の立

案 ・比較等 を行 うことによ り、一連の検討過程 で得

られ たアイデアの フィー ドバ ックや、 よ り具体化 さ

れたイメー ジによる検討 が可能 となることと捉 え、

上記で考察 した結果 を踏 まえ、設計業務の品質確保

の観点か ら、公共事業 にお ける設計VEの あ り方に

ついて検討 する。

(1) 発 注者 が重 点的 に行 うべ き検 討項 目

公共事業 においては、全体計画等(以 下、上位計

画)が 作成 された後、 それ ら計画に従 い必要な 目的

物等 が整備 され ることとなる。個 々の 目的物の設計

にお いては、上位計画 で検討 された内容 をベース と

して、基本設計等に入 ることも多いが、 この段 階に

お いては、上位計画で求め られ る事業 の性能 に対 し

て、「どの ような形態 の 目的物又は 目的物 とソフ ト施

策の組み合わせ等で対応 するのか」、につ いて出来 る

だけ代替案 を出す とともに、各案にお いて個 々の 目

的物 に求め られ る性能 要件、制約条件、各案によ り

実現 され る地域の絵 姿(シ ナ リオ)等 十分比較検討

した上で、最適案 を選定 することが重要であ る(図

一7参 照) 。「地域のニーズを十分把握 した上で、事

業 に求め られ る性能 要件 や制約条件 を明 らかにす る

とともに、 その性能 要件 を満足す るための最適案の

選択 と制 約条件 を把握 す るこ と」7)は、事業 コ ンセ

プ トの検討 とも言え るものであ り、 国民 に成 り代 わ

り社会 資本の調達 を行 う発注者が行 うべ き最 も重要

な業務 であ り、発注者は この段 階の検討 によ り注力

すべ きである。また、一旦最適案 を導出 した後、VE

検討(計 画VE)を 行 うことは効果的 と考え られ る

が、 これは現在の発注者の技術特性か らも適 した検

討分野である。 このよ うな過程 を通 じて決定 された

基本計画は、事業コ ンセプ トが曖昧にな ることや大

きな手戻 りを防 ぐために、社会情勢等前提条件 の変

化が無い限 り、 これ以 降の設計VEに お いては、変

更 しないこ とを原則 とすべ きである。

3章 の事例① に示 した 「県道佐伯蒲江線のバイパ

スエ事」では、歩行者 の通行 を現道 に確保 し、バ イ

パスか ら歩道 を削除 して建設 に伴 う切 り土量を減 じ

ることによ り、バイパ スの機能 をほ とん ど損 な うこ

とな く大幅 なコス ト削減 を可能 として いるが、 この

ような案は、 この地域 の物流 ・人流 のあ り方、地形

的制約、コス ト等 を総合的 に考慮 し、バ イパスの基

本計画 を決定 する段 階で提案 され るこ とも可能 であ

った と考え られ る。

上記検討 を踏 まえた上で、その下流で設計VEを

行 うことによ り、設計VEの 検討範囲が明確 にな る。

与 えられた性能要件を確保で きる範 囲でのコス ト縮

減 を主眼 として、新 しい製品 を用いた構造や施 工方

法等の検討 に集 中す るこ とによ り、よ り効率的なV

E検 討が可能 になると考 え られ る。

図-7 発注者が重点的に行うべき検討過程
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図-8 専門技術者の知見がよ り必要となる検討過程

(2) 民間事業者 の技術の活用

現在の設計VEは 発注者が主体 とな って行 われて

いるが、設計段階(図-8参 照)に おけ る有効 な代

替案は、3章 の事例② で見 られるように、専 門的 な

技術 の組み合 わせや新た に開発 された製品、施工技

術の採用 による 目的物の構造 や施工の合理化で ある。

現在 、施工 にお ける代替案については、通常標準型

総合 評価 方式 によ り求め られているが、工事 目的物

の構 造が決定 された段 階 においては代替 案の制約が

大 き く、 それ程大 きな成果を期待で きないのが現状

であ る。 また、設計 ・施工一括発注方式によ り、 目

的物 の改変 を含むVE提 案を求め る高度技術提案型

総合評価方式は、落札 で きなかった競争参加者の負

担 や、提 出され た多 くの技術提案の効果 や成立性 を

短期 間にお いて評価 す る発注者の負担 が大 き く、多

くの案件 に適用す ることは困難であ る。このため、

施工技術者 を交えて施 工方法 を見越 した上での設計

のVE提 案 を求め ることは有効 と考 え られ る。 この

よ うな段階でVE検 討 を行 うには、施設 の構 造や施

工 に関わる高度な専門知識や技術 を要 するため、専

門技術者 を主体 と し、発注者がコーデ ィネー タとな

るような検討チームの編成が必要 と考 え られ る。 こ

のため、平成9年 通達 に沿 って設計VEへ の多様 な

技術者の参加 を募 るこ とや、設計VEの 外部 委託、

詳細設計付 き工事発注 によ り外部 にVE検 討組織 を

設置 し、 この中に発注者 が参加 して検討 することが

有効 と考え られ る。また、 コス ト縮減の成果に応 じ

た民 間事業者へのフ ィーの支払等、民間事業者のイ

ンセンテ ィブを高める方策の検討 も重要である。

なお、施工方法等の専門家の参加 に関 しては、平

成9年 通達 に示す とお り、以降の工事入札等 におけ

る参加条件 について留意する必要があ る。

(3) 発注者における設計VE検 討結果の共有 ・活

用 の仕組みの構築

公共工事は個別性が強いため、検討の汎用性が低

く、個 々の案件毎の検討が重要であると先述 したが、

橋梁の ような構造物や新技術 ・新製品の活用 につい

ては、後発 の検討案件の参考 にな るものも多い と考

え られ る。このため、設計VE検 討 を行 った場合 は、

その過程を含 めて記録 してお き、発注者 が相互に活

用で きるデータベースの整備が有効 と考 え られ る。

7. まとめ と今後 の展望

本論文では、設計VEの 有 する設計 品質の向上効

果 を認識 した上で、現在 の発注者の技術力特性 や体

制 に適 した設計VEの 活用方策 について提案を行 っ

た。以下、上記 を踏 まえた上で、設計VEの さ らな

る活用 ・普及や設計成果物の品質確保 について今後

の展望 を述べ る。

(1) 性能規定化の促進

社会資本整備の効率化のためには、現在の仕様規

定 よ りも、事業 目的を性能か ら考え、 その性能 を達

成す るためには、 どのような手段 があ り得 るか とい

う、よ り広 く、 よ り柔軟な考え方や アイデアが求め
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られ る性能規定が望 ま しい。そのためには、個 々の

構造物 ごとに、要求性能 の一覧やそれぞれの要求性

能を満足 するための照査項 目の整理及び照査 内容等

の手法論が整備 され、性能設計の導入が進 むことが

必要 となる。現在、性能 設計 は舗装、橋梁、建築等

の限 られた分野で導入 されているが、他分野での導

入が進 むこ とによ り、社 会資本整備 の戦略 自体 を性

能要件 で考 えることが合理 的になると考え られ る。

(2) 設計照査制度の確立

現在 の設計業務の品質は必ず しも十分 とは言えな

い ことは先述 したが、 これに対 しては、コ ンサル タ

ン ト懇談会等 において、発注者支援 又は原設計担 当

コ ンサルタン ト会社 とは異なるコンサルタ ン ト会社

又は公益法人等 による設計照査 の制度 について検討

されている。 しか し、性 能設計 が導入 される と、設

計の段 階で成立性 ・性 能検証可能性の照査 が必要 と

な るため、 よ り高度な設計照査制度の確 立が必要 と

な る。

(3) 発注者 の技術力 向上

公共事業 の設計の最 も上流側 にお ける発注者 の役

割が重要であ り、性能規定の考え方 に習熟 した上で

この段 階にお ける優れ た検討成果 を挙 げることが発

注者に求め られると指摘 したが、 よ り下流側 の構造

設計や施 工方法等 につ いて も、可能な限 り、専 門的

な知識 ・技術 を有 する技術者 を発注者の体制内で確

保 すべ きである とともに、発注者全体 の設計 に係 わ

る技術力向上 が望 まれ る。 また、設計VEの 実施 に

関 しては、進行 を管理す るVEリ ーダーの存在が大

きい と言われてお り、組織内部でのVEリ ーダーの

育成やVE経 験者 の増加 も重要 と考 えられる。
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Consideration on efficient utilization of design VE in public works

Hiroyuki Ito

Because the functions, the strength, the safety in use and the cost for construction and maintenance of public works is 

subject to the design of those, ensuring quality of design is very important to ensure the quality of public works. 

Ministry of Land, Infrastructure and Transport instructed to apply the design VE, which obtained many good results 

in various fields, as the efficient method for reduction of the cost, securing the necessary functions of public works, 

and National Institute for Infrastructure Management has made efforts to provide technical information such as a 

guideline for design VE in public works. But design VE has not been spread enough in work offices. In this paper, the 

essential reasons for design VE not to be popular are examined from the view points of the characteristics of abilities 

and organizations of the owners, and the policies for utilization of design VE in order to ensure design quality, 

composed of specifying the items the owner should examine subjectively, promotion of participation of private 

engineers and establishment of database on which different owners can mutually use the results of design VE, are 

proposed.
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